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船舶事故調査報告書 

 

                            令和５年３月２２日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年９月２０日 ２０時４４分ごろ 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町宇和
う わ

島西岸 

 ホウジロ灯台から真方位０６０°１,２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４４.３′ 東経１３２°０１.６′） 

事故の概要 貨物船紘
こう

征
せい

丸は、東南東進中、宇和島の西岸に乗り揚げた。 

紘征丸は、球状船首部に破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年１０月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 紘征丸、２０１トン  

１３６１２３、新納汽船株式会社（船舶所有者、Ａ社）、日本マリ

ン株式会社（運航者、Ｂ社） 

５５.４０ｍ×９.５０ｍ×５.４０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１２年１０月３１日 

 乗組員等に関する情報 船長 ４７歳 

五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成６年１０月２７日 

免 状 交 付 年 月 日 令和元年８月１４日 

免状有効期間満了日 令和６年１０月２６日 

航海士Ａ ５４歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２２年３月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和２年１月１０日 

免状有効期間満了日 令和７年３月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 球状船首部に亀裂及び破口を伴う圧損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び航海士Ａほか２人が乗り組み、中塊コークス約 

６００ｔを積載し、令和４年９月２０日１４時１０分ごろ岡山県倉敷

市水島港玉
たま

島４号埠頭岸壁に向け、関門港若松区響灘
ひびきなだ

南１号岸壁を
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出港した。 

本船は、４海里（Ｍ）レンジに設定したレーダーを起動し、航海士

Ａが、１９時５０分ごろ宇和島西北西方９Ｍ付近で昇橋し、前直の船

長から船橋当直を引き継いで単独の船橋当直につき、上関町祝
いわい

島南

方の平郡
へいぐん

水道推薦航路線に向けて約１０３°（真方位、以下同じ。）

の針路及び約１０～１０.３ノット（kn）の対地速力とし、自動操舵

により東南東進した。 

航海士Ａは、当直の前から眠気を感じていたものの、まだ遅い時間

ではなかったので、居眠りすることはないと思い、眠気を我慢しなが

ら、船橋当直に当たり、レーダーと目視で前路を確認したところ、航

行の支障となる船舶を認めなかった。 

航海士Ａは、２０時１８分ごろ祝島南西方灯浮標を右舷側に見て通

過する頃、強い眠気を感じ、オートパイロットの船橋コンソールの前

で立った状態で眠気を我慢する姿勢を続けているうちにすぐに居眠り

に陥った。 

本船は、２０時２０分ごろ平郡水道推薦航路線に沿って針路を  

０８７°とする祝島南方沖の変針予定場所を通過し、同じ針路及び速

力で航行を続け、２０時４４分ごろ、宇和島西岸に乗り揚げ、主機が

停止した。 

航海士Ａは、衝撃を感じて目覚めたとき、船橋コンソールの上で倒

れ込むように手を置いて居眠りしていたことに気付き、周囲を見て、

本船が乗り揚げたことを知った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航海士Ａの本事故当時の状況（イメージ） 

 

船長は、自室で休息中、乗揚げの衝撃に気付いて昇橋し、来島海峡

海上交通センターから本事故の状況を聞かれ、本船が乗り揚げたこと

を知らせた後、乗組員２人に浸水、油漏れの有無等を確認させた上、

１１８番通報を行い、Ａ社及びＢ社に本事故の発生を報告した。 

船長は、主機を始動し、周囲の状況を確認した上で、主機を後進と

して本船を自力で離礁させた。 

本船は、安全に停泊できる山口県平生
ひ ら お

町佐合
さ ご う

島の東方沖で投錨し、

潜水士による潜水調査を実施して航行の許可を受けた後、９月２３日

１２時００分ごろ水島港に入港し、後日、香川県坂出市坂出港で仮修

オートパイロット 

船橋コンソール 

主機操縦ハンドル 

航海士Ａ 
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理された。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 

本船、写真２ 本船の損傷状況（仮修理後） 参照） 

 その他の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 本件装置の設置状況 

本船の喫水は、船首約２.４ｍ、船尾約３.６ｍであった。 

 本船は、船橋航海当直警報装置（以下「本件装置」という。）を備

えており、本件装置の熱線センサーが船橋の前面右舷寄りの位置の天

井に操舵スタンド後方を含む左舷船尾下方に向けて設置され、同セン

サーの性能上、正面に向いた線を基準として左右約６６°、上下  

４３°及び約３.２ｍの領域を検知していた。（図２、図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本件装置の設置場所及び検知領域（イメージ） 

 

 本件装置は、熱線センサーによって当直者の動きが４分間検知され

ない場合、操舵室で警報が鳴り、更に検知されない状態で１分間経過

すると、階下の居住区で警報が鳴るようになっていた。また、本事故

後に作動確認を行った結果、作動状態は良好であった。 

 船長は、本事故当時、警報を聞かなかったので、航海士Ａが居眠り

に陥ったことに気付かなかった。 

 航海士Ａは、本件装置が本事故後に正常に作動していたので、航海

士Ａが居眠りに陥ってから本事故が発生するまで約２６分間、本件装

置の熱線センサーが居眠りに陥って何らかの動作を行っていた航海士

Ａの身体の動きを検知し、警報が鳴らなかったのではないかと本事故

後に思った。 

 航海士Ａは、今まで当直中に居眠りに陥ったことがなかった。 

航海士Ａは、ふだん、眠気を感じた場合には、船橋を歩いて身体を

動かし続けたり、窓を開けて外気に当たったりして、眠気を払拭する

措置を採っていた。 

航海士Ａは、本事故当時、居眠りすることはないと思って眠気を払

拭する措置を採っていなかったこと、及び慣れた海域であり、航行の

支障となる船舶を認めなかったことから、気が緩んで居眠りに陥った

のではないかと本事故後に思った。 

 航海士Ａは、台風避難の目的で本船が関門港若松区に着岸中、９月

操舵スタンド 

船橋コンソール 

海図台 

オート 

パイロット 

航海士Ａ 

当直場所 

主機操縦ハンドル 
本件装置 

６６° 

正面に向いた線 

本件装置 

４３° 

熱線センサー 
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１７日１６時４０分ごろから、船長と３時間交代で停泊当直を行って

おり、１９日１９時００分ごろに停泊当直が解除され、本事故当日の

０７時００分まで休息はとれていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、宇和島西北西方沖を自動操舵で東南東進中、航海士Ａが、

単独で船橋当直中、居眠りに陥り、変針予定場所を通過して宇和島に

向かって航行を続けたことから、宇和島西岸に乗り揚げたものと推定

される。 

 航海士Ａは、当直の前から眠気を感じていたものの、居眠りするこ

とはないと思って眠気を払拭する措置を採っていなかったこと、及び

慣れた海域であり、航行の支障となる船舶を認めなかったことから、

気が緩んで覚醒水準が低下し、居眠りに陥ったものと考えられる。 

 本件装置は、本事故後に正常に作動していたことから、航海士Ａが

居眠りに陥ってから本事故が発生するまでの間、熱線センサーが居眠

りに陥った航海士Ａの何らかの動作を検知して警報が鳴らなかったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、宇和島西北西方沖を自動操舵で東南東進

中、航海士Ａが、単独で船橋当直中、居眠りに陥り、変針予定場所を

通過して宇和島に向かって航行を続けたため、宇和島西岸に乗り揚げ

たものと推定される。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次の対策を採ることをＢ社に提案し、Ｂ社は、

その提案を実施する予定とした。 

本船の運航スケジュール上、航海時間が長い航行となる場合、本船

に臨時で見習い甲板員１人を乗船させ、船長以外の航海当直を甲板部

員２人が入直する体制とした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、当直中に眠気を感じた場合、同じ姿勢を続けずに

身体を動かし続けたり、窓を開けて外気に当たったりして、眠気

を払拭する措置を採ること。 

・船橋当直者は、船橋航海当直警報装置が、居眠りに陥った当直者

の身体の動きを検知して警報が鳴らないことがあることを念頭に

おくとともに、椅子に座るなどして低い姿勢で居眠りに陥った場

合に警報が鳴るように熱線センサーの計測範囲を上方に向けてお

くことが望ましい。 

・船橋当直者は、どうしても眠気を払拭できない場合、他の乗組員

と当直を交替するか、又は他の乗組員を昇橋させて２人当直とす
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るなどして居眠り運航の防止措置を採ること。 



 

付図１ 航行経路図 
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事故発生場所 

（令和４年９月２０日 

２０時４４分ごろ発生） 

20:44 

祝島 

姫島 

宇和島 

ホウジロ灯台 

ホウジロ島 

山口県 

愛媛県 

大分県 

天田島 

長島 

平郡水道推薦航路線 

本船の進路 

変針予定場所 

祝島南西方灯浮標 

本船の進路 

上関町 

宇和島 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

19:03:34 33-48-04.6 131-41-27.6 104.1  9.8 

19:30:33 33-47-06.7 131-46-50.0 103.7 10.1 

19:50:32 33-46-21.7 131-50-48.7 101.9 10.2 

20:01:33 33-45-57.2 131-52-59.6 102.8 10.1 

20:10:34 33-45-37.5 131-54-45.8 102.3 10.1 

20:20:32 33-45-15.7 131-56-44.0 102.7 10.2 

20:31:33 33-44-50.1 131-58-55.8 104.7 10.2 

20:40:32 33-44-29.0 132-00-43.2 101.4 10.4 

20:41:34 33-44-26.6 132-00-55.7 103.2 10.4 

20:42:32 33-44-24.1 132-01-07.2 104.0 10.3 

20:43:32 33-44-21.8 132-01-19.4 103.6 10.2 

20:51:02 33-44-16.6 132-01-30.7 223.3  0.7 

20:54:33 33-44-17.1 132-01-27.0 309.1  1.6 

20:55:02 33-44-17.6 132-01-26.4 308.0  1.3 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路は真方位であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

写真１ 本船 

 

 

写真２ 本船の損傷状況（仮修理後） 

 

写真２ 


